
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和７年２月１３日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 川合ともゆき

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

まちづくり協議会について

⑴ 周知はどのくらい進んだか。

⑵ 存在感は示せているか。

２

市長の考え方について

⑴ 状況に応じた柔軟な対応をしているのか。

⑵ 公約についてどのように考えているか。

⑶ 市長として着実に自分を出せているか。

３

香流苑跡地について

⑴ 香流苑跡地の７割を売却することについて、最初の解

体撤去の工事説明及び跡地の考え方についての意見交換

の場で、市はこの地域の市民に対して「今まで嫌悪施設

を受け入れて頂きありがとうございました」と発言して

いた。市長は以前の議会答弁において、売却益で他の事

業ができればよいと考えているとのことであったが、跡

地３割を残す施策が地元市民に対して有益だと考えてい

るのか。

⑵ 売却して清算することは元々決まっていたことだと以

前の議会答弁にあったが、市長の言う臨機応変な対応と

の整合性はどうか。


